
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イギリスの保健・医療・介護・福祉視察研修 平成３０年度 

日程： ２０１８年７月８日（日）～７月１４日（土） ７日間 
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１．目  的 ： 超高齢社会に対応するため、諸外国における高齢者対策等の状況を視察し、 
わが国における地域包括医療・ケアの充実強化に資することを目的とする。 

 
２．期 間  ： 平成３０年７月８日（日）出発 ～７月１４日（土）帰国 ７日間 

           ※７月７日（土）に羽田空港ロイヤルパークホテルに前泊します。 
 
３．研修内容 ： ●地域包括ケアシステムと「地域社会処方箋」 
          ・2006 年英国保健省は長期の慢性疾患を有する患者を対象に Social  

Prescription（社会処方箋）の導入を提案 
      ・英国における社会処方箋とは、既に慢性疾患を持つ人々の健康が悪化する 
           ことを予防し、費用がかさむ専門家の治療を減少させるサービスをコミュ 
           ニティ内にある非医療的な支援を提供する協力者に委託することを意味 
           している。 
         ●イギリスの終末期ケア施策の最近の展開 
         ●イギリスの家庭医制度 
         ●イギリスの認知症国家戦略 
         ●イギリスの医療保障制度 
          ・ＮＨＳ（国民保健サービス）について 
 
４．参加者の範囲： 国保直営診療施設の開設者（市町村長）及び市町村職員並びに国保病院・ 

診療所及び併設保健福祉施設等の施設長及び職員 
 
５．募集人員 ： １５名程度 
 
６．旅行総経費： お一人様  約￥６５０，０００．－ 
              （内訳：基本旅行費用、燃油サーチャージ、各空港税） 
 
７．参加申込方法： 

  「イギリス保健・医療・介護・福祉視察研修 参加申込書」に必要事項を記入し、下記のところに 
ＦＡＸにて送付方願います。 

【申込書送付先】  公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会（国診協） 
〒１０５－００１２ 東京都港区芝大門２－６－６ ４階 
電話 ：０３－６８０９－２４６６ 
ＦＡＸ：０３－６８０９－２４９９ 

 
８．申込み締切日：平成３０年３月３０日（金） 

 
 ９．その他： パスポートの残存期間は２０１８年７月１５日以上必要となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イギリスの概要 
・グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 

・首都：ロンドン 

・公用語：英語（ｳｪｰﾙｽﾞ語、ｹﾞｰﾙ語等使用地域あり） 

・人口：約 6511 万人 

・面積：約 24 万 8531km2（日本の約 3 分の 2） 

・元首：女王エリザベス二世陛下 

・政体：立憲君主制。 

・民族構成：アングロ・サクソン系、ケルト系、ス 

コットランド系、ウエールズ系のほか、 

インド系、アフリカ・カリビアン系等。 

・平均寿命：男性 79.4 歳、女性 83 歳（2015 年） 

・主要産業：自動車、航空機、電気機器、エレクトロニクス、

化学、石油、ガス、金融 

・宗教：英国国教会、カトリックなどキリスト教が多く、ほか

にイスラム教、ヒンドゥー教、ユダヤ教、仏教など。 
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イギリスの保健・医療・介護・福祉視察研修 日程 ≪７日間≫ 

日数  月 日 曜 発 着 地 時 刻 交通機関 摘    要 食事 

前
日 

2018 年 
7 月 7 日 

 
土 

 
東京〔羽田〕集合 

 
18 :00 

 
各 自 

羽田空港ロイヤルパークホテル
にて視察打合せ〔結団式〕夕食 

【羽田泊】 

 
夕：○ 

１ 7 月 8 日 日 東京〔羽田〕発 
ロ ン ド ン 着 
＜ヒースロー空港＞ 

08:50 
13 :10 

B A - 8 羽田空港より英国航空直行便に
てイギリスのロンドンへ。 
到着後、ロンドン市内視察 

【ロンドン泊】 

昼：機 
 

夕：○ 

２ 
 

7 月 9 日 月  
ロ ン ド ン 

■ケント・カウンティ・カウンシル・アダルト・ 
ソーシャル・サービス（行政機関） 
◎イギリスの医療保障制度 
◎イギリスにおける地域包括ケアシステムと 
「地域社会処方箋」 
◎終末期ケア施策の最近の展開 
 
■セルスドン・デイケアセンター 
◎高齢者地域支援と介護 
◎疾病の予防や健康維持・増進 

【ロンドン泊】 

朝：○ 
 
 
 

昼：○ 
 
 
 

夕：○ 

３ 
 

7 月 10 日 火  
ロ ン ド ン 
（ｺﾙﾁｪｽﾀｰ） 

■ハーウィッチ・アンド・ディストリクト病院 
※ＮＨＳ（国民保健サービス）の病院。常勤の医
師はなく、業務のほとんどを看護師で行ってい
る。 
◎地域医療連携とＡＩ（人工知能）医療活用と 
効果的運用について 

 
■クランクトン・アンド・ディストリクト病院 
※感染管理を含む質評価で高い評価を受けている 
◎地域中核病院の在り方 
◎地域包括ケアシステムについて 

【ロンドン泊】 

朝：○ 
 
 

昼：○ 
 
 

夕：○ 

４ 
 

7 月 11 日 水  
ロ ン ド ン 

■ミドルセックス・マナー・ナーシングホーム 
◎イギリスの認知症国家戦略 
（認知症とともによりよく生きる） 
◎在宅看護・介護の充実 
 
■ＧＰ（家庭医）の専門機関又はＧＰへのインタビュー 
◎イギリスの家庭医制度 
◎家庭医の普及と脱病院 
◎「医療」では解決できない課題 

【ロンドン泊】 

朝：○ 
 

 
昼：○ 
 

 
夕：○ 

５ 
 

7 月 12 日 木  
ロ ン ド ン 

■ソーシャルワーカー団体 
◎病院退院ケアについて 
◎退院後の病院との在宅連携について 
◎医療ソーシャルワーカーの重要性 
 
資料整理等、各自自主研修 

【ロンドン泊】 

朝：○ 
 

昼：○ 
 

夕：○ 

６ 
 

7 月 13 日 金  
ロ ン ド ン 発 
＜ヒースロー空港＞ 

朝 
11 :40 

専用バス 
B A - 7 

空港へ移動。 
一路、帰国の途に。  

【機中泊】 

朝：○ 
 

昼：機 
７ 7 月 14 日 土 東京〔羽田〕着 07 :15  帰国手続き終了後、解散。 朝：機 

※各訪問先については現在折衝中のため、変更となる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●募集人員 １５名程度 
 
●旅行費用には下記のものが含まれます 
①日程記載の航空運賃（エコノミークラス） 
②燃油サーチャージ、現地空港税、羽田空港施設 
使用料（￥2,570） 
※出発前に変動となる場合があります。 

③交通料金（日程に記載された指定区間のバス料金等） 
④宿泊ホテル料金(４ツ星クラス以上／個室利用) 
⑤食事代：全食事付（朝５回、昼４回、夕５回及び 

機内食を含みます） 
⑥通訳費用：現地にて通訳１名同行致します。 
⑦手荷物運搬費用：各地空港、ホテル、バス、鉄道 

及び船舶等での手荷物運搬料金 
⑧添乗員費用:1 名同行致します。 
 
●旅行費用に含まれないものは下記の通りです 
①旅行傷害保険料（任意） 
②個人的性質の各種費用 
（羽田までの交通費、お飲物代、通信費、土産代等) 
③ビジネスクラス利用料金 
④手荷物重量超過料金（23kg を超えるもの） 
 

●旅行申込み方法 
別紙の参加申込書にご記入の上、国診協まで郵送 
又はＦＡＸにてお送り願います。 
ご参加頂いた方にはあらためて振込方法をご案内 
申し上げます。 
 

●申込締切  平成 30 年 3 月 30 日（金） 
 

●パスポートについて（※必ずご確認願います） 

訪問国により、必要残存期間が異なりますので注意が

必要です。残存期間が１年以上あればまず問題ありま

せん。残存期間が足りない場合、日本を出国すること

が出来なくなります。必ずご自身のパスポートの残存

期間をご確認願います。 

 
 

実 施 要 項 

◆お問い合わせ・お申込み◆ 

公益社団法人 

全国国民健康保険診療施設協議会 
〒105-0012 東京都港区芝大門 2-6-6 ４階 

TEL:03-6809-2466 FAX:03-6809-2499 

ベ ス ト ワ ー ル ド 株 式 会 社 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-7-4 
TEL:03-3295-4111 FAX:03-3295-4118 

 

 

 

 

平成３０年度 イギリス保健・医療・介護・福祉視察研修 

●旅行期間： 平成３０年７月８日（日）～７月１４日（土） ７日間 

※７月７日は羽田空港ロイヤルパークホテルに前泊します。前泊費用も旅費に含まれます。 

●旅行総経費 : 約￥６５０，０００．－（※１５名様の場合）※参加人数により旅行費用に変動があります。 

（内訳：基本旅行費用、燃油サーチャージ、各空港税） 

 

●規約事項 
旅行中天災事変、火災、政府及び公共団体の命令、政変、ストライキ、戦争、暴動、流行病、隔離、税関規則等不
可抗力の事由により生じた損害、盗難、詐欺、暴行、傷害等会社及び旅行会社の責任外の事故による損害または参
加者が諸法令、或いは公序良俗に反する行為のための生じた損害については責任を負うことは出来ません。なお航
空機、鉄道船舶などの運輸機関の運賃変更、スケジュールの変更が合った場合、その他止むを得ざる事情があった
場合などは、経費・日程を変更する場合があります。その他の規約事項は弊社旅行業約款によります。 

総合旅行業務取扱管理者  森 航二 
※個人情報保護法にのっとり、申込書に記載された個人情報について 
お客様との連絡の為に利用させていただく他、旅行サービスの手配及びそれらサービスの受領のための手続きに必
要な範囲内で利用させて頂きます。また、当社の提携する企業の商品やサービスのご案内、旅行参加後のご意見や
ご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、海外旅行のご案内等にお客様の個人情報をご利用させて頂くことが
あります。 
 

●渡航手続き 
パスポートをまだお持ちでない方、パスポートをお持ち
の方でも残存有効期限がない場合は下記の書類を 
ご用意の上、現住所のある各都道府県の旅券センターに
て申請をお願いします。 
１．戸籍抄本 １通（最近 6 ヶ月以内のもの） 
２．住民票  １通（    〃     ） 
３．写 真  １枚（縦 4.5cm×横 3.5cm）  
申請から受領まで約 10 日間程かかりますので、 
お早めにお手続き下さい。パスポートを取得しました
ら、パスポートのコピーと写真(縦 4.5cm×横 3.5cm) 
1 枚をご用意願います。 

 

●キャンセルについて 
旅行参加申し込み後、お客様のご都合で旅行を取り止
める場合は取り消し料をお願いする事になります。 
＊３０日前～２日前までの場合    費用の２０％ 
＊ ２日前～出発前日までの場合   費用の５０％ 
＊出発当日、無連絡、出発後の取消し 費用の 100％ 
 
●おことわり 
旅行費用は平成29年11月現在を基準にしております。
参加人員が 15 名に満たない場合、出発前に大幅な為替
変動などがあった場合、航空運賃が変更になった場合に
は、旅行費用が変更となる場合があります。 
旅行出発便、帰国便は主催者の都合で変更になる場合が
ありますのであらかじめご了承お願い致します。 


